
 

 

 

 

令和３年８月２５日 

 

▼タイトル 

  高島市議会９月定例会における議案について 

 

 

▼概 要 

令和３年９月１日（水）招集の令和３年高島市議会９月定例会における提出予定の

議案等について、別紙「令和３年 高島市議会９月定例会提出案件一覧表」のとおり

お知らせします。 

⑴ 諸般の報告         ４件 

⑵ 人事案件          ６件 

⑶ 議決案件          ３件 

⑷ 決算認定          ９件 

⑸ 条例案件          ２件 

⑹ 予算案件          ５件 

合計           ２９件 

なお、上記議案書等は、別途高島市役所記者室にて閲覧していただけます。 

 

▼開会日時  令和３年９月１日（水） １０時００分～ 

 

▼場  所  高島市議会議事堂 

 

▼内  容  高島市議会９月定例会 

 

 

 

▼問い合わせ先 

 ○所   属： 総務部 総務課  

 ○担   当： 駒井 直樹 

 ○電 話 番 号：０７４０（２５）８０００ 

 ○ファックス：０７４０（２５）８１０１ 



２０２１．８．２５　　全員協議会資料
２０２１．８．２５　　議会運営委員会資料

番　　号 案　　　　　件　　　　　名 提出年月日 区分 内　　　　　容　　　　　　説　　　　　　明

【諸般の報告】

報告第１４号

専決処分の報告について
委任専決第８号　損害賠償額の決定および和解に
ついて
（業務遂行上の瑕疵による車両物損事故）

R3.9.1 本会議報告
朽木中学校から依頼を受けた地域ボランティアが草刈機で除草作業を行っていたところ、誤って
石を飛ばし、周辺に駐車していた相手方が所有する車両のリアガラスに直撃し、破損したもの。
　修繕料　８８，６６０円　　　過失割合　１００％

報告第１５号

専決処分の報告について
委任専決第９号　損害賠償額の決定および和解に
ついて
（業務遂行上の瑕疵による車両物損事故）

R3.9.1 本会議報告
市職員が草刈機で今津保健センターの除草作業を行っていたところ、誤って石を飛ばし、周辺に
駐車していた相手方が所有する車両のリアガラスに直撃し、破損したもの。
　修繕料　１１４，５１０円　　　過失割合　１００％

報告第１６号
令和２年度高島市一般会計および各特別会計に係
る健全化判断比率の報告について

R3.9.1 本会議報告
令和２年度高島市一般会計および各特別会計に係る健全化判断比率について、地方公共団体の財
政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき、監査委員の意見を付けて議会に報告する
もの。

報告第１７号
令和２年度高島市公営企業会計に係る資金不足比
率の報告について

R3.9.1 本会議報告
令和２年度高島市公営企業会計に係る資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関
する法律第２２条第１項の規定に基づき、監査委員の意見を付けて議会に報告するもの。

【人事案件】

諮第１号から
諮第６号まで

人権擁護委員候補者の推薦について R3.9.1 委員会付託省略
本年１２月３１日をもって人権擁護委員５名の任期が満了し、また７月末をもって１名が辞任さ
れたことから人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、人権擁護委員候補者として４名を再
度、２名を新たに推薦することについて議会の意見を求めるもの。

【議決案件】

議第５７号
財産の取得につき議決を求めることについて
（災害対応特殊消防ポンプ自動車）

R3.9.1 委員会付託省略

災害対応特殊消防ポンプ自動車の購入（１台）
取得価格  ３９，２４８，０００円
購 入 先  滋賀県高島市安曇川町西万木１０８１番地７
　　　　　株式会社斉藤ポンプ工業　安曇川営業所
　　　　　　所長　枝　善行

議第５８号
財産の取得につき議決を求めることについて
（消防ポンプ自動車）

R3.9.1 委員会付託省略

消防ポンプ自動車の購入（１台）
取得価格  ２７，７０９，０００円
購 入 先  滋賀県高島市安曇川町西万木１０８１番地７
　　　　　株式会社斉藤ポンプ工業　安曇川営業所
　　　　　　所長　枝　善行

議第５９号
令和３年度から令和７年度までの高島市過疎地域
持続的発展計画の策定につき議決を求めることに
ついて

R3.9.1
総務常任
委員会付託

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」による過疎地域の指定を受けた旧朽木村の
区域の総合的かつ計画的な過疎対策を実施するため、計画期間を令和３年度から令和７年度まで
とする「過疎地域持続的発展計画」を定めるもの。

【決算認定】

議第６０号
令和２年度高島市一般会計歳入歳出決算の認定に
ついて

R3.9.1

議第６１号
令和２年度高島市国民健康保険特別会計歳入歳出
決算の認定について

R3.9.1

議第６２号
令和２年度高島市後期高齢者医療事業特別会計歳
入歳出決算の認定について

R3.9.1

議第６３号
令和２年度高島市介護保険事業特別会計歳入歳出
決算の認定について

R3.9.1

議第６４号
令和２年度高島市訪問看護ステーション事業特別
会計歳入歳出決算の認定について

R3.9.1

議第６５号
令和２年度高島市水道事業会計利益の処分および
決算の認定について

R3.9.1

議第６６号
令和２年度高島市下水道事業会計決算の認定につ
いて

R3.9.1

議第６７号
令和２年度高島市病院事業会計決算の認定につい
て

R3.9.1

議第６８号
令和２年度高島市介護老人保健施設事業会計決算
の認定について

R3.9.1

【条例案件】

議第６９号
高島市過疎地域に係る固定資産税の課税免除に関
する条例の一部を改正する条例案

R3.9.1
総務常任
委員会付託

「過疎地域自立促進特別措置法」が令和３年３月３１日に失効し、新たに「過疎地域の持続的発
展の支援に関する特別措置法」が同年４月１日に施行され、課税免除の対象となる設備等が改め
られたことに伴い、所要の改正を行うもの。

議第７０号 高島市個人情報保護条例の一部を改正する条例案 R3.9.1
総務常任
委員会付託

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和３年９月１日から施行
され、情報提供ネットワークシステムの所管がデジタル庁に変更となることおよび「行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第１９条が号ずれすることに伴
い、所要の改正を行うもの。

【予算案件】

議第７１号 令和３年度高島市一般会計補正予算（第５号）案 R3.9.1
予算常任
委員会付託

補正予算額　　　  　  　　　　　　　　　１，２２０，４００千円（４．１％増）
＜主な歳入の内容＞
　　地方交付税　　　　　　　　　　　　　　　３９６，３１５千円
　　国庫支出金　　　　　　　　　　　　　　　　　４，０７７千円
　　県支出金　　　　　　　　　　　　　　　　　１１，２９５千円
　　繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　２７３，８５５千円
　　繰越金　　　　　　　　　　　　　　　　　５５５，０８８千円
　　市債　　　　　　　　　　　　　　　　　　△３１，８３０千円
＜主な歳出の内容＞
　　公共施設無線ネットワーク環境整備事業 　　 ５９，２５５千円
　　コロナ対策事業（地域通貨アイカ支給）　　４８９，０００千円
　　コロナ対策事業（事業者サポート給付金）　２００，０００千円
　　上安曇地区経営体育成基盤整備事業　　　　　１０，０００千円
　　学校給食センター施設維持補修事業　　　　　　５，４００千円
　　基金積立金（公共施設整備基金）　　　　　２３０，０００千円
　　基金積立金（教育振興基金）　　　　　　　２００，０００千円
＜繰越明許費＞　　新規１件
＜債務負担行為＞　追加６件
＜地方債＞　　　　追加１件・変更３件

議第７２号
令和３年度高島市国民健康保険特別会計補正予算
（第２号）案

R3.9.1
予算常任
委員会付託

補正予算額　     　 　　　　　　　７３，８９４千円（１．３％増）
＜歳入の内容＞
　　繰越金　　　　　　　　　　　　７３，８９４千円
＜歳出の内容＞
　　保険給付基金積立金　　　　　　７０，９０４千円
　　保険給付費等交付金償還金　　　　２，９９０千円
＜債務負担行為＞　新規１件

議第７３号
令和３年度高島市介護保険事業特別会計補正予算
（第２号）案

R3.9.1
予算常任
委員会付託

補正予算額　     　 　　　　　　　７８，７３２千円（１．４％増）
＜歳入の内容＞
　　繰越金　　　　　　　　　　　　７８，７３２千円
＜歳出の内容＞
　　介護保険給付基金積立金　　　　６７，４３９千円
　　過年度国庫支出金等返還金　　　１１，２９３千円

議第７４号
令和３年度高島市訪問看護ステーション事業特別
会計補正予算（第１号）案

R3.9.1
予算常任
委員会付託

補正予算額　     　 　　　　　　　　４，８９７千円（５．１％増）
＜歳入の内容＞
　　繰越金　　　　　　　　　　　　　４，６９７千円
　　国庫支出金　　　　　　　　　　　　　２００千円
＜歳出の内容＞
　　訪問看護ステーション基金積立金　４，８９７千円

議第７５号
令和３年度高島市病院事業会計補正予算（第１
号）案

R3.9.1
予算常任
委員会付託

＜債務負担行為＞　追加３件

決算特別
委員会付託

令和２年度に属する高島市の９会計の決算について、うち５会計の決算は地方自治法第２３３条
第３項の規定により、４企業会計の決算は地方公営企業法第３０条第４項の規定により、監査委
員の意見を付けて議会の認定に付すもの。

 　令和３年　高島市議会９月定例会提出案件一覧表
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